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重要事項説明書 別紙 

みなと桜寿 サービス利用料金 

令和６年１１月１日現在 

サービス利用料金は、介護保険法令に定める介護給付費（介護報酬）と、介護保険の給付対象とならない金額

の合計額になります。また、利用者負担の減免制度などの対象者である場合は、その認定に基づいた負担額に

なります。 

 

（１）基本報酬（１ヶ月につき） 

要介護度等 
同一建物居住者以外 同一建物居住者 

基本利用料 自己負担額（１割） 基本利用料 自己負担額（１割） 

要支援１ ３４，５００円 ３，４５０円 ３１，０９０円 ３，１０９円 

要支援２ ６９，７２０円 ６，９７２円 ６２，８１０円 ６，２８１円 

要介護１ １０４，５８０円 １０，４５８円 ９４，２３０円 ９，４２３円 

要介護２ １５３，７００円 １５，３７０円 １３８，４９０円 １３，８４９円 

要介護３ ２２３，５９０円 ２２，３５９円 ２０１，４４０円 ２０，１４４円 

要介護４ ２４６，７７０円 ２４，６７７円 ２２２，３３０円 ２２，２３３円 

要介護５ ２７２，０９０円 ２７，２０９円 ２４５，１６０円 ２４，５１６円 

※ 上記の自己負担額は、負担割合が１割の場合です。一定以上所得のある方は、基本利用料の２割又は３割

が自己負担額となります。 

※ 上記の金額は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改訂された場合には、これらの金額も自

動的に改訂されます。その際、事前に新しい金額を書面でお知らせします。 

※ 月の途中から登録した場合、又は、月途中で登録を終了した場合には、登録期間に応じて日割り計算した

料金をお支払いいただきます。 

※ 登録日とは、利用者に当事業所が実際にサービスの提供を開始した日であり、登録終了日とは、利用者と

当事業所の利用契約を終了した日となります。 

 

（２）初期加算（１日につき） 

項 目 加算要件 自己負担額（１割） 

初期加算 
登録した日から起算して３０日以内の期間、又は３０日を

超える入院後に利用を再び開始した場合 
３０円／日 

 

（３）その他の加算（１ヶ月につき） 

項 目 加算要件 自己負担額（１割） 

看護職員配置加算(Ⅱ) 
常勤かつ専従の准看護師を１名以上配置している（介護予

防を除く） 
７００円／月 

サービス提供体制 

強化加算(Ⅱ) 

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が５０%以上で

ある 
６４０円／月 
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介護職員等 

処遇改善加算(Ⅰ) 
当該加算の算定要件を満たした場合 

（基本+各加算） 

×１４．９％ 

中山間地域等におけ

る小規模事業所加算 

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所が、サービス

提供を行った場合（豪雪地帯など） 
基本報酬×１０％ 

総合マネジメント 

体制強化加算（Ⅰ） 

関係者が共同し介護計画の見直しを行う、利用者の状態に

応じ地域の行事や活動に参加しているなどの算定要件を満

たした場合 

１，２００円／月 

認知症加算（Ⅱ） 日常生活自立度Ⅲ以上（介護予防を除く） ８９０円／月 

科学的介護 

推進体制加算 

ＬＩＦＥ（科学的介護情報システム）の活用により科学的

裏付けに基づいた介護を実践している場合 
４０円／月 

 

（４）口腔・栄養スクリーニング加算（１回につき） 

項 目 加算要件 自己負担額（１割） 

口腔・栄養スクリーニング加算 
６ヶ月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態に

ついて確認を行なっている 
２０円／回 

 

（５）介護保険の給付対象にならない費用は、下記の金額になります。 

項  目 料  金 

食事の提供に要する費用 朝食４５０円、昼食６５０円、おやつ１００円、夕食５５０円 

おむつ等の介護用品 実費 

宿泊代 １泊 ２，８００円 

通常の事業実施地域を越える送迎 

及び訪問サービスの交通費 
高速料金・関連交通機関利用料金の交通費実費 

レクリエーション等の活動費 
材料代や特別な行事の場合、実費をご負担いただく場合がありま

す。 

日常生活品（歯ブラシ等）の購入 代行して購入した場合、購入代金をご負担いただきます。 

移送にかかる費用 通院や入院の移送を行った場合、車代等の実費相当額。 

利用者負担が適当と認められる費用 テレビレンタル料１日１００円、電気毛布電気料１日５０円 

※ 経済状況の著しい変化ややむを得ない事由がある場合、利用料金を変更することがあります。 

その場合は、変更を行う１ヶ月前までに変更内容・変更理由についてご説明します。 

 

（５）利用料金の支払い方法 

費用の請求について 

利用料金等の費用は、実施したサービス提供に基づき利用月ごとに計算し、請

求書により請求します。 

請求書は、利用月の翌月１０日頃にお届けします。 

費用の支払いについて 
原則として請求月の指定日に、請求書の合計金額を利用者の指定する金融機関

の口座から自動引落しの方法とします。 

 


